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令和２年度２月補正福岡県中小企業生産性向上支援補助金 

募集案内（Ｒ３．５月２７日まで） 

 
  

本補助金は、県内中小企業等の生産性向上支援のため、福岡県が令和元年

９月に設置した「福岡県中小企業生産性向上支援センター」による支援(P2

参照)を受けている企業を対象とした補助金です。 

センターでは、経験豊富な生産性アドバイザーが、生産性向上に関する取

組みの内容や必要性、効果を企業の皆さまと現場で一緒に考えながら、伴走

型の支援を行っています。 

本補助金の目的は、こうした生産性向上に意欲のある企業とセンターが進

める取組みを資金面で後押しすることです。 

生産性向上に課題をお持ちの中小企業の皆さまは、まずはセンターに生産

性向上に関する支援をお申込みください。 

 

 
 
（ 提出期限 ） 
 
・本補助金利用企業のセンターへの支援申込書提出期限・・令和３年４月２７日(火)１２時必着 
 
・本補助金の申請書提出期限・・令和３年５月２７日（木）１２時必着 

 

 

 問い合わせ先  
 

福岡県商工部中小企業技術振興課 人材育成支援係 

〒８１２－８５７７  福岡市博多区東公園７番７号 

ＴＥＬ：０９２－６４３－３４３３ ／ ＦＡＸ：０９２－６４３－３４３６ 

 

＜参考：生産性向上支援の申込先＞ 

福岡県中小企業生産性向上支援センター 

〒８１２－００４６  福岡市博多区吉塚本町１３-５０ 福岡県吉塚合同庁舎１階 

ＴＥＬ：０９２－２９２－８８９０ ／ ＦＡＸ：０９２－２９２－８６８８ 

https://www.f-seisanseikojo.jp  
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１ 中小企業生産性向上支援補助金の目的 

福岡県中小企業生産性向上支援センター（以下、「センター」という。）に申込み、その支援を受け 

ている福岡県内の中小企業等が行う生産性向上の取組みや設備投資に要する経費に対し、予算の範囲内 

で補助金を交付することにより、県内中小企業の競争力を向上させ、もって地域産業の基盤強化を図る 

ことを目的としています。 

 
※新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受け、一定の条件を満たした中小企業等は、補助率、 

 補助限度額を引き上げます。 

  

２ 申請者の要件及び補助対象事業 

 

（１）申請者の要件 

   中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者又は中小企業等 

協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する組合のうち、次の各号のすべてに該当す 

るものとします。 

・センターに申込み、生産性アドバイザーの支援を受け、真摯に生産性向上の取組みを行っていること 

・福岡県内に本社または主たる事業所を有すること 

・業務プロセスの効率化及び省力化に対する高い意欲を有すること 

・日本標準産業分類のＡ農業・林業、Ｂ漁業、Ｓ公務に該当しないこと 

 

※ 次のような場合は、申請の対象外となります。 

   「暴力団又は暴力団員」「暴力団員が事業主又は役員であるもの」「暴力団と密接な関係を有するもの」 

 

（２）補助対象事業 

   センターに支援の申込みを行い、センターの生産性アドバイザーが必要かつ効果的であると認めて、 

生産性向上支援計画に位置づけられた事業であって、福岡県内に有する工場又は事業所、その従業員等 

を対象として実施する生産性向上に関する事業とします。  

 

※ 次のような場合は、申請の対象外となります。 

   ・補助事業と同一内容の事業について、県又は他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている 

又は将来補助金の交付を受けることが確定しているとき 

・他の事業者の委託を受けて行う事業 

 

■「福岡県中小企業生産性向上支援センター」について（支援の流れは P9参考資料を参照してください。） 

福岡県では、県内中小企業の個々の課題に応じて、企業診断から業務プロセスの改善提案や設備導入まで一貫

して支援を行う「福岡県中小企業生産性向上支援センター」を福岡県吉塚合同庁舎に開所しています。  

具体的な支援の流れとして、支援を希望する中小企業は、まず生産性向上支援申込書をセンターに提出します。

センターでは、中小企業診断士等が申込企業に出向き、企業診断を行い、その結果をもとに、生産性アドバイ

ザーが申込企業と相談を行った上で、生産性向上に向けた取組み内容等を記載した生産性向上支援計画書を作成

します。本補助金の対象事業は、上記の生産性向上支援計画の中に位置づけられたものとなりますので、以下に

ご注意ください。 

① 生産性向上を目的に生産性向上支援申込書をセンターに提出 

② 対象事業が生産性向上に必要かつ効果的であると認められ生産性向上計画書に明示（最低１か月要します） 

③ 福岡県中小企業生産性向上支援補助金交付申請書を福岡県商工部中小企業技術振興課に提出 

 

※生産性向上支援計画書の作成には最低１か月要しますので、スケジュールにご注意ください。 

 なお、センターへの生産性向上支援の申込みは、本補助金事業のスケジュールに関わりなく、随時受付を 

行っています。 
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３ 補助対象期間 

交付決定の日から令和４年３月１０日まで（※実績報告書の提出期限(P5参照)にご注意ください。） 

 

４ 補助率、補助限度額、補助対象経費及び採択予定件数 

（１）補助率及び補助限度額 

補助率及び補助限度額は、次表に掲げるとおりとします。（算出された額に千円未満の端数が生じ 

た場合には、これを切り捨てます。） 

  

新型コロナ感染症の拡大による影響を受けている中小企業等※については、補助率、補助限度額 

を引き上げます。 

 

補助区分 補助率 補助限度額 

大規模支援 
１／２以内 

（３／４以内） 

１，０００万円（１，５００万円） 

小規模支援 １５０万円   （２２５万円） 

※（  ）は新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた中小企業等 

 

 

 

 

 

 

 

                

（２）補助対象経費 

この補助金の対象となる経費は、次表に掲げる経費のうち、知事が必要かつ適当と認める経費とします。 
 

補助区分 補助対象経費 

大規模支援 

（１）生産性向上に効果的な自動化・IoT 装置、ソフトウェア等の購入及び改良費

（２）（１）に付随する下記①から④の経費 

① QC活動等を実施するための事務機器等購入費 

② 生産性向上に関する人材育成経費（セミナー等の受講料） 

③ 設備導入に伴う社員の教育訓練費 

④ 遊休設備の保守点検費用 

※①～④の経費は、（１）に付随する場合のみ補助対象 

小規模支援 

生産性向上に効果的な以下の取組みに要する経費 

① 治具・器具、ソフトウェア等の購入、改良費 

② QC活動等を実施するための事務機器等購入費 

③ 生産性向上に関する人材育成経費（セミナー等の受講料） 

④ 設備導入に伴う社員の教育訓練費 

⑤ 遊休設備の保守点検費用 

※①～⑤の経費は、単独での補助申請が可能 

 

  ※ソフトウェアは、本補助事業の目的（生産性向上の課題解決）のみに使用する場合は補助対象とします。 

 

※以下については、補助対象経費として認められませんのでご注意ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた中小企業等・・ 

売上高等が前年又は前々年同月と比較して、15％以上減少しており、かつその後２か 

月間を含む３か月間の売上高等が前年又は前々年同期と比較して 15％以上減少するこ 

とが見込まれる中小企業者等であって、知事が認めた場合 

条件等の詳細は、別途お知らせします。 
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ア 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの、または事業期間終了後に 

納品、検収等を実施したものに係る経費 

イ 消費税及び地方消費税、収入印紙代、銀行振込手数料（先方負担とした場合を含む）、代金引 

 換手数料 

ウ 交付対象物の設置・保管場所の家賃、使用料、保管料、地租 

エ 光熱水費、通信費、自社の従業員の人件費及び旅費 

オ レンタルに係るリース費用 

カ 補助対象の保守管理費（遊休設備の保守点検費用は除く）、各種保険料 

 

キ 汎用性があり、目的外使用になり得る備品、設備（事務用のパソコン、プリンタ、タブレット、 

デジタル複合機等）の購入等に要する経費。ただし、それが生産性を向上させるシステムの一部 

を構成する場合は、対象とする。 

ク 中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入等に係る経費 

ケ 上記のほか、福岡県知事が本事業の目的として適当でないと認める経費 

 

（３）採択予定件数 

補助区分 採択予定件数 

大規模支援 ４件程度 

小規模支援 １５件程度 

審査の結果、件数は予算の範囲内で変動する可能性があります。 

 

５ 補助金申請書の提出期限 

  令和３年５月２７日（木）１２：００まで（必着） 

（郵送又は持参により、提出書類一式を提出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 提出書類（ P8の「申請書提出の際の注意事項」を参照してください。） 

  下記 ①～⑩の正本１部、写し７部（③、⑦、⑧を除く）を提出してください。 

①福岡県中小企業生産性向上支援補助金交付申請書（様式第 1号） 

②申請者調書（様式第１号の２） 

③役員名簿（様式第１号の３） 

④事業計画書（様式第１号の４）  

⑤生産性向上計画書（様式第１号の４別添） 

⑥補助対象経費収支予算書（様式第１号の５） 

⑦暴力団排除に係る誓約書（様式第１号の６） 

⑧承諾書（様式第１号の７） 

⑨補助金要綱第６条第２項の規定に該当することを証する書類（新型コロナによる補助率等引上げの 

適用を受ける場合） ※詳細は別添の「売上高等が１５％以上減少を確認するための書類」を参照

ください。 

（補助金を申請する際の留意点） 

 本補助金は、センターの生産性アドバイザーが現に生産性向上の支援を行う中で必要かつ効果的

であると認め、「生産性向上支援計画」に位置づけられている事業が対象となります。 

この支援計画を作成するには、最低１か月を要しますので、センターに生産性向上支援申込書を

令和３年４月２７日（火）１２時まで（必着）に提出する必要があります。 

 なお、センターへの生産性向上支援の申込みは、本補助事業のスケジュールに関わりなく、随時

受付を行っております。 
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⑩その他知事が必要と認める書類（P9の 3 添付書類を参照） 

 

※①～⑩は、順に重ねて、長辺中央にパンチ穴(JIS 規格による２穴)をあけ、クリップ留めをしてくださ

い(紙ファイル等による製本は不要です。)。 

⑩その他知事が必要と認める書類についても、写しを７部提出願います。 

 

※提出書類は採択審査以外の目的に使用せず、申請内容に関する秘密は厳守いたします。 

また、提出書類は返却しません。 
 自社の控え分として、提出書類の写し（コピー）をお持ちください。 
 

７ 審査   

審査に関するお問い合わせには応じられません。 

（１）申請書類については、有識者で構成する審査会で内容及び額について審査を行い、下記の項目につ 

  いて総合的に判断し、補助事業者を決定します。 

・事業実施の必要性 

・生産性を向上するために取組む内容 

・事業実施により期待される効果 

・事業スケジュールの実現可能性、経費収支の妥当性 

・申請者調書（様式第１号の２）記載の加点項目 

※審査の結果、交付の申請に係る事項について条件を付す場合があります。 

 

（２）加点項目 

   以下に該当する場合は、審査の際、加点されます。 

   ただし、複数取得の場合でも、加点は 1回のみとしております。 

①先端設備等導入支援計画の認定取得 

   「生産性向上特別措置法」に基づき、市区町村の認定を受けた設備投資であること。 

  ②経営革新計画の承認取得 

「中小企業新事業活動促進法」に基づき、福岡県知事の承認を受けた「経営革新計画」に盛り込ま 

れた設備投資であること。 

  ③経営力向上計画の認定取得 

「中小企業等経営強化法」に基づき、所管大臣の認定を受けた「経営力向上計画」に盛り込まれた 

設備投資であること。 

  ④地域経済牽引事業計画の承認取得 

「地域未来投資促進法」に基づき、福岡県知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に盛り込 

まれた設備投資であること。 

  

８ 交付決定の通知 

補助金交付申請書受理後、審査を行い、６月下旬を目安にお知らせする予定（郵送および電子メール

またはＴＥＬ）です。 

 

９ 実績報告手続、補助金の交付 

（１）実績報告 

   補助事業が完了した日から起算して１４日以内又は令和４年３月１０日のいずれか早い日までに、 

以下の書類（各１部）を提出してください。 

  ①福岡県中小企業生産性向上支援補助金に係る実績報告書（様式第６号） 

  ②事業報告書（様式第６号の２） 

  ③補助対象経費収支決算書（様式第６号の３） 

  ④経費の支出を確認することができる資料 
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（見積書、発注書、納品書、請求書、銀行振込受領書等の写し） 

  ⑤導入設備、治具等の写真、講座の受講者名簿等 

  ⑥その他知事が必要と認める書類 

 

（２）補助金の交付 

①福岡県は、実績報告があった場合、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等に 

より、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付す 

べき補助金の額を確定し、補助事業者に「福岡県中小企業生産性向上支援補助金に係る額の確定 

通知書」（様式第７号）を送付します。 

②補助事業者は、上記通知の受領後、福岡県に「福岡県中小企業生産性向上支援補助金精算払請求書」 

（様式第８号）を提出してください。 

③補助金の支払いは原則精算払いです。 

   補助事業に要する経費は、一旦、補助事業者が全額資金調達し、経費の支払いを済ませていただく 

必要があります。 

ただし、知事が必要と認める場合には、概算払いを行うことも可能ですので、事前にご相談くださ 

い。 

④支払いは、銀行振込等の実績で確認（手形払等は不可）を行います。 

⑤補助金額の確定にあたり、補助対象物や帳簿類の現地確認ができない場合は、当該対象物等に係る  

金額は補助対象となりません。 

 

１０ 補助事業者の義務 

補助事業者は、交付決定通知後に「福岡県中小企業生産性向上支援補助金交付要綱」に従って事業 

を実施していただきます。 

特に、以下の項目については遵守をお願いいたします。 

（守られない場合は、交付決定の取消及び補助金の返還指示を行う場合があります。） 

（１）補助事業の内容を著しく変更しようとするとき、又は補助事業を中止・廃止しようとするときは、 

事前に申請し、承認を受けること。 

（２）報告書、請求書等の書類の提出は遅滞なく行うこと。 

（３）補助事業に要する経費の経理処理については、支払明細書と支払いに関する見積書・納品書・請求  

書及び支払いの事実を証する書類等を整理し、写しを提出すること（これらの書類が確認されない場 

合は補助対象経費とすることができません。）。 

また、これらの書類は事業終了後５年間保管すること。 

（４）必要に応じて行う現地調査に応じること。 

（５）事業終了後３年間に亘って売上高や労働生産性の状況等について報告を行うこと。 

（６）補助事業で取得した又は効用が増加した交付対象物は、補助事業が完了した後も善良な管理者の注 

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿って、その効果的な運用を図ること。 

取得価格又は増加価格が５０万円以上の財産について、「総務省所管補助金等交付規則」（平成 

１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）に定める期間を経過する前に当該財産を処分しようとする 

ときは、事前に申請し、承認を受けること。 

 

１１ その他 

（１）企業名、所在地及び補助区分は、公表させていただきますので、あらかじめ御了承のうえ、申請し 

てください。 

（２）補助事業に要する経費は、交付決定通知日以降に発生し、令和４年３月１０日、又は補助事業完了 

のいずれか早い方までに支払額が確定し、かつ実績報告書の提出日までに支払った経費とします。 

（３）導入予定の設備等の納期等に注意して、事業スケジュールを作成してください。 

 

１２ 申請書類提出先・問合せ先 
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   福岡県商工部中小企業技術振興課 人材育成支援係 

〒８１２－８５７７  福岡市博多区東公園７番７号 

ＴＥＬ：０９２－６４３－３４３３ ／ ＦＡＸ：０９２－６４３－３４３６
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【中小企業生産性向上支援補助金に係る事業の流れ】 

 

項  目 時 期 備 考 

 

センターへの支援申込み 

↓ 

↓ 

↓ 

補助金申請 

↓ 

↓ 

↓ 

審 査 

↓ 

↓ 

交付決定通知 

↓ 

↓ 

↓ 

実績報告 

↓ 

↓ 

↓ 

額の確定通知 

↓ 

↓ 

精算払（概算払）請求 

↓ 

↓ 

補助金の支払い 

↓ 

↓ 

事業の成果報告 

 

～令和 3年 4月 27日（火） 

（申込み締切 12時必着） 

 

 

～令和 3年 5月 27日（木） 

（申請締切・12時必着） 

 

 

6月 中旬頃（予定） 

 

 

6月 下旬頃（予定） 

 

 

 

令和４年３月１０日まで 

（又は事業終了後１４日以内） 

 

 

３月中旬頃 

（３月１０日提出の場合のスケジュール） 

 

３月中旬頃 

（３月１０日提出の場合のスケジュール） 

 

３月下旬～４月上旬頃 

（３月１０日提出の場合のスケジュール） 

 

補助事業者の決算終了後、 

毎年、速やかに報告 

 

提出先：中小企業生産性向上支援センター 

※申込みから支援計画書の作成には、最低１か

月要します。 

 

提出先：福岡県商工部中小企業技術振興課 

 

 

 

※時期・審査内容によって時間を要する場合が

あります。 

 

 

 

 

 

※報告期限にご注意ください。 

（実績報告書の提出が早ければ、それだけ額の

確定通知～補助金の支払いが早まります。） 

 

 

 

 

※額確定後、遅滞なく請求を行ってください。 

 

 

 

 

 

※事業実施年度の翌年度から３年間 
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【申請書提出の際の注意事項】 
封入前に下記について確認をお願いします。 

 

１ 提出部数 

正本１部 

写し７部（下記２の③、⑦、⑧は除く） 

２ 提出書類 

①「福岡県中小企業生産性向上支援補助金交付申請書」（様式第１号） 

② 申請者調書（様式第１号の２）  

③ 役員名簿（様式第１号の３） 

④ 事業計画書（様式第１号の４） 

⑤ 生産性向上計画書（様式第１号の４ 別添） 

⑥ 補助対象経費収支予算書（様式第１号の５） 

⑦ 暴力団排除に係る誓約書（様式第１号の６） 

⑧ 承諾書（様式第１号の７） 

⑨ 補助金要綱第６条第２項の規定に該当することを証する書類（当該規定の適用を受ける場合） 

３ 添付書類 

 ・補助対象事業者の事業内容がわかるパンフレット・チラシ等 

 ・直近の決算資料 

・様式第１号の２で加点項目が「有」の場合、承認・認定が確認できる書類 

 ・本事業により導入する機械装置・治具等の見積書（原則として２社以上） 

 ・本事業により導入する機械装置・治具等の規格が分かるカタログ等 

 ・受講する講座等の内容がわかる資料等 

４ 留意事項 

 （１）補助対象事業が、福岡県中小企業生産性向上支援センターの生産性アドバイザーが作成した生産性向上支援 

計画の中に位置づけられていること。 

（２）様式第１号の２ 

支援担当アドバイザーを記載すること。 

 （３）様式第１号の３ 

    フリガナを記載すること。 

 （４）様式第１号の４ 

   ・「３ 事業の具体的な内容」 

導入する（保守点検する）装置等（型番、型式も記載）、受講する講座（受講者名、受講者の所属、主催 

    者等も記載）等の名称、金額を記載した上で、生産性向上を効果的に図るために取組む内容を記載すること。 

     取組む内容が、P3「４（２）の補助対象経費」のどれに該当するかについても、あわせて記載してくださ 

い。 

   ・「５ 事業スケジュール」 

補助対象期間（P5参照）に留意し、装置等の発注予定時期、効果確認時期、受講予定の講座開催時期など 

を踏まえ、事業スケジュールを記載すること。 

 （５）様式第１号の５ 

   ・「名称」には、導入する設備等の名称、型式、型番等や、受講する講座等の名称等を記載すること。 

   ・補助金交付申請額（県補助金）が千円未満端数切捨てとなっていること。 

 （６）写し７部 

    写し７部については、所定の書類を漏れなく添付してください（上記、１、２参照） 

 （７）債権者登録申出書 

    申請書類ではありませんが、円滑な事務手続きを行うため、本県へ債権者の登録をされていない方は、申請 

書類提出時に債権者登録申出書（原本１部）を提出してください。 

５ その他 

・上記の提出書類の他に、審査等の必要に応じて資料の追加提出及び説明を求めることがあります。 

・ 提出書類は、自社用分として、1部、お手元にご用意しておいてください。 
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【福岡県中小企業生産性向上支援センターの支援の流れ】 

 

企業様 センター 内容 

 

（ご相談） 

↓ 

↓ 

センターへの支援申込み 

↓ 

↓ 

↓ 

課題確認 

↓ 

↓ 

↓ 

生産性向上の取組み 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

成果報告書提出 

継続的取組み 

 

 

（事業説明・ヒアリング） 

 

 

内容確認 

 

 

 

企業診断スタッフ 

 

 

 

生産性アドバイザー 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時確認 

 

 

事前相談なしに直接お申込みいただいて

も構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
企業診断 

診断スタッフが現場を診断し、課題を明

確化して診断シートを作成します。 

 

 

 

支援計画の作成 

診断結果に基づき、アドバイザーが企業

様と協議して支援計画を作成します。 

 

生産性向上の取組み 

アドバイザーの支援のもと、企業様が主

体的に生産性向上の取組みを行ってくだ

さい。アドバイザーは、取組みが定着す

るまで支援します。 

 

 

 

 
 
支援終了後の翌年度から３年間、成果を

報告していただきます。企業様は、支援

終了後も自主的に生産性向上の取組みを

継続してください。 

 

福岡県中小企業生産性向上支援センター 

 https://www.f-seisanseikojo.jp 

参考資料 


